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衆
議
院
議
員
大
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介
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提
出
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
、
三
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
年
金
積
立
金
管
理
運
用
機
構
法
案
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｃ
Ｉ
Ｏ
（
最
高
投
資
責
任
者
）
」
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い

う
。
）
の
組
織
規
程
（
平
成
二
十
年
規
程
第
二
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
命
を
受
け
て
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
お
け
る
年
金
積
立
金
の
運
用
を
統
括
す
る

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
年
俸
規
定
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
「
日
本
再

一



興
戦
略

改
訂
二
〇
一
四
」
（
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
報
酬
の
見
直
し
等
に
よ
る
高
度

で
専
門
的
な
人
材
の
確
保
等
の
取
組
を
速
や
か
に
進
め
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
高
度
で
専
門
的
な
人
材
確
保
等
の
た

め
に
役
員
の
給
与
を
見
直
す
こ
と
と
し
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日
に
役
員
給
与
規
程
（
平
成
十
八
年
規
程
第
七
号
）

の
一
部
改
正
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


